
旅客営業規則 新旧対照表 

現     行 改     定 

 

旅客営業規則 

 
(被救護者割引証) 

第 31 条  被救護者は､前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は､当該指定救護者施設の代表者から

割引証の番号･指定番号･乗車区間･乗車券の種類･旅行証明書番号･被救護者の氏名及び年齢､付添人を必要とす

るときは付添人の氏名及び年齢･有効期限･発行年月日･施設の所在地･名称並びにその代表者の氏名が記入さ

れ､発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものとする｡ 
 

２ 被救護者旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅客営業規則 

 
(被救護者割引証) 

第 31 条 被救護者は､前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は､当該指定救護者施設の代表者から

割引証の番号･指定番号･乗車区間･乗車行程･旅行証明書番号･被救護者の氏名及び年齢､付添人を必要とすると

きは付添人の氏名及び年齢･有効期限･発行年月日･施設の所在地･名称並びにその代表者の氏名が記入され､発

行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて提出するものとする｡ 
 

２ 被救護者旅客運賃割引証の様式は次のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(通勤定期乗車券の発売) 

第35条  

２ 定期乗車券購入申込書の様式は､次のとおりとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(通勤定期乗車券の発売) 

第35条  

２ 定期乗車券購入申込書の様式は､次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （改定箇所） 

        ・生年月日欄に「令和」追記 

        ・本人確認使用書類の「健康保険等の被保険者証」を「健康保険等の資格確認書」に修正 

        ・本人確認使用書類の「住民基本台帳カード（写真付）」を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(通学用割引普通回数乗車券を購入する際に提出する学生割引証) 

第 40条  

３ 割引証の様式は次のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(入場券の料金) 

第 295条 入場券の料金は 1枚につき､次のとおりとする｡ 

大人   160円 

小児    80円 

２ 前項にかかわらず､羽沢横浜国大駅における料金は 1枚につき､次のとおりとする｡ 

大人   150円 

小児    70円 

 

 

 

 

 

 

 

 

(通学用割引普通回数乗車券を購入する際に提出する学生割引証) 

第 40条  

３ 割引証の様式は次のとおりとする｡ 

 

(入場券の料金) 

第295条 入場券の料金は 1枚につき､次のとおりとする｡ 

大人   160円 

小児    80円 

２ 前項にかかわらず､羽沢横浜国大駅における料金は 1枚につき､次のとおりとする｡ 

大人   160円 

小児    80円 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 則 

１ この規則は、1974年10月１日から施行する。 

２ この規則は、1976年２月１日から施行する。 

３ この規則は、1980年４月20日から施行する。 

４ この規則は、1981年５月16日から施行する。 

５ この規則は、1982年３月１日から施行する。 

６ この規則は、1982年４月１日から施行する。 

７ この規則は、1982年４月19日から施行する。 

８ この規則は、1984年10月１日から施行する。 

９ この規則は、1985年３月15日から施行する。 

10 この規則は、1987年10月12日から施行する。 

11 この規則は、1988年５月18日から施行する。 

12 この規則は、1989年３月19日から施行する。 

13 この規則は、1989年４月１日から施行する。 

14 この規則は、1990年４月４日から施行する。 

15 この規則は、1991年11月20日から施行する。 

16 この規則は、1992年４月１日から施行する。 

17 この規則は、1995年９月１日から施行する。 

18 この規則は、1997年４月１日から施行する。 

19 この規則は、1999年１月１日から施行する。 

20 この規則は、1999年２月16日から施行する。 

21 この規則は、1999年３月10日から施行する。 

22 この規則は、2000年３月１日から施行する。 

23 この規則は、2000年８月１日から施行する。 

24 この規則は、2000年10月14日から施行する。 

25 この規則は、2002年10月１日から施行する。 

26 この規則は、2004年２月１日から施行する。 

27 この規則は、2004年12月11日から施行する。 

28 この規則は、2005年12月１日から施行する。 

29 この規則は、2007年２月１日から施行する。 

30 この規則は、2007年７月30日から施行する。 

31 この規則は、2008年４月30日から施行する。 

32 この規則は、2009年９月30日から施行する。 

33 この規則は、2010年６月20日から施行する。 

34 この規則は、2015年２月16日から施行する。 

35 この規則は、2016年１月29日から施行する。 

36 この規則は、2016年４月28日から施行する。 

37 この規則は、2018年２月１日から施行する。 

38 この規則は、2018年３月17日から施行する。 

39 この規則は、2019年４月１日から施行する。 

40 この規則は、2019年10月１日から施行する。 

41 この規則は、2019年11月30日から施行する。 

42 この規則は、2020年１月31日から施行する。 

43 この規則は、2020年４月１日から施行する。 

44 この規則は、2021年３月13日から施行する。 

45 この規則は、2021年７月１日から施行する。 

46 この規則は、2023年３月18日から施行する。 

47 この規則は、2023年３月30日から施行する。 

48 この規則は、2023年６月20日から施行する。 

49 この規則は、2025年４月１日から施行する。 
 

付 則 

１ この規則は、1974年10月１日から施行する。 

２ この規則は、1976年２月１日から施行する。 

３ この規則は、1980年４月20日から施行する。 

４ この規則は、1981年５月16日から施行する。 

５ この規則は、1982年３月１日から施行する。 

６ この規則は、1982年４月１日から施行する。 

７ この規則は、1982年４月19日から施行する。 

８ この規則は、1984年10月１日から施行する。 

９ この規則は、1985年３月15日から施行する。 

10 この規則は、1987年10月12日から施行する。 

11 この規則は、1988年５月18日から施行する。 

12 この規則は、1989年３月19日から施行する。 

13 この規則は、1989年４月１日から施行する。 

14 この規則は、1990年４月４日から施行する。 

15 この規則は、1991年11月20日から施行する。 

16 この規則は、1992年４月１日から施行する。 

17 この規則は、1995年９月１日から施行する。 

18 この規則は、1997年４月１日から施行する。 

19 この規則は、1999年１月１日から施行する。 

20 この規則は、1999年２月16日から施行する。 

21 この規則は、1999年３月10日から施行する。 

22 この規則は、2000年３月１日から施行する。 

23 この規則は、2000年８月１日から施行する。 

24 この規則は、2000年10月14日から施行する。 

25 この規則は、2002年10月１日から施行する。 

26 この規則は、2004年２月１日から施行する。 

27 この規則は、2004年12月11日から施行する。 

28 この規則は、2005年12月１日から施行する。 

29 この規則は、2007年２月１日から施行する。 

30 この規則は、2007年７月30日から施行する。 

31 この規則は、2008年４月30日から施行する。 

32 この規則は、2009年９月30日から施行する。 

33 この規則は、2010年６月20日から施行する。 

34 この規則は、2015年２月16日から施行する。 

35 この規則は、2016年１月29日から施行する。 

36 この規則は、2016年４月28日から施行する。 

37 この規則は、2018年２月１日から施行する。 

38 この規則は、2018年３月17日から施行する。 

39 この規則は、2019年４月１日から施行する。 

40 この規則は、2019年10月１日から施行する。 

41 この規則は、2019年11月30日から施行する。 

42 この規則は、2020年１月31日から施行する。 

43 この規則は、2020年４月１日から施行する。 

44 この規則は、2021年３月13日から施行する。 

45 この規則は、2021年７月１日から施行する。 

46 この規則は、2023年３月18日から施行する。 

47 この規則は、2023年３月30日から施行する。 

48 この規則は、2023年６月20日から施行する。 

49 この規則は、2025年４月１日から施行する。 

50 この規則は、2026年３月14日から施行する。 
 


